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令和２年第１１回農業委員会総会議事録 

 

１ 日  時  令和２年１１月１０日(火) 午後１時３０分から午後３時０５分 

 

２ 場  所  菊池市役所２階 ２０４号会議室 

 

３ 出席委員  1 番/工藤清子 2 番/永田孝子 3 番/歌丸研一 4 番/工藤真理子 

5 番/楳田 實 6 番/緒方哲郎 7 番/永田正一郎 8 番/坂田貞志 

9 番/右田博昭 10 番/右田正臣 12 番/松永孝志 13 番/緒方啓一 

14 番/丸山利明 15 番/荒木孝子 16 番/水上義夫 17 番/川口毅憲 

18 番/守塚伸二 19 番/髙木洋一 

 

４ 欠席委員  11 番/髙山悦子 

 

５ 事 務 局  （本  庁）泉 大助、高山賢一、望月睦美、怒留湯隆、近藤孝雄 

（七城分室）新堀 誠 

（旭志分室）下川利治 

 

６ 議  題  議案第１号 新規就農について 

        議案第２号 あっせん登録申出について 

        議案第３号 買受適格証明願について 

        議案第４号 農地法第３条許可申請について 

        議案第５号 農地法第４条許可申請について 

        議案第６号 農地法第５条許可申請について 

        議案第７号 農用地利用集積計画（案）について 

        議案第８号 非農地証明願について 

        報   告 許可不要転用届出について 

              許可返納願について 

              合意解約について 

        そ の 他 
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《 開 会 》 

  事務局長）定刻となりましたので、始めさせていただきたいと思います。皆様、ご起 

   立ください。こんにちは。ご着席ください。本日の会議につきましては、議席番号 

１１番／髙山委員から欠席の届け出があっております。本日の会議につきましては 

１９名中１８名の委員さんにご出席いただいており、『菊池市農業委員会会議規則 

第９条』に定めのある過半数を超えておりますので、本会議は成立しております。 

   それでは、ただ今より『令和２年第１１回菊池市農業委員会会議』を開会いたしま 

す。先ず、丸山会長よりご挨拶をお願いいたします。 

 

《 会長挨拶 》 

 

《 議事録署名委員指名 》 

  会 長）菊池市農業委員会会議規則第１８条に基づきまして、本日の議事録署名者の 

   指名をします。議席番号９番／右田博昭委員と議席番号１０番／右田正臣委員を指 

   名いたします。よろしくお願いします。 

 

《 議案審議 》 

会 長）本日の議題は、第１号から第８号までの議案８件及び報告案件３件となって 

おります。先ず、議案第１号を上程いたしますので、事務局より説明をお願いしま 

す。 

 

  事務局長）議案第１号／新規就農について、ご説明させていただきます。議案書の１ 

   ページをお開きください。新規就農にあたり、別紙のとおり農業計画書の提出があ 

りましたので、ご審議のうえ委員会の意見を決定していただくものでございます。 

今回の案件は、１件となっております。２ページをご覧ください。「農業計画書」 

です。申請者の住所・氏名、申請の理由、過去の農業従事状況、取得等予定候補地 

における事業計画、目標年時における経営面積、開けていただきまして３ページの 

家族、農業用機械の保有状況等、作付・管理計画の内容につきましては、記載のと 

おりででございます。補足説明をさせていただきますと、２番の過去の農業従事状 

況ですが、柿については、ご近所の永年柿栽培をされている農家の方から教示いた 

だく予定とお聞きしております。開けていただきまして３ページの農業従事日数で 

すが、本人が１００日となっておりますが、お勤めの方ですけど、休日及び平日の 

出勤前と帰宅後に農作業をされるということで、１００日の農作業は可能とのこと 

です。あと、作付・管理計画ですが、柿のみとなっておりますが、将来的には他の 

作物の栽培も考えているということでした。１０月２９日に丸山会長、担当地区の 

髙木委員、角田推進委員と事務局で面談を行っておりますので、その結果を踏まえ 
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まして、髙木委員よりご意見をお願いいたします。 

 

  髙木委員）１９番の髙木です。事務局の方から今ご説明いただきましたとおりでござ 

   ざいますが、２９日に事務局、会長、推進委員と私とで面談を行いました。経営内 

容は議案書に記載されているとおりでございます。兼業でもいいから農業をやって 

みたいという想いで、新規就農の申請に至ったということでございます。この集落 

は５０代１人、６０代１人の２人が農業中心で、年配の方々は農地維持のために管 

理をされている状況でございます。水稲に関しましては、３年くらい前に基盤整備 

がなされており、集落営農を営んでいる集落でございます。申請者の方が就農でき 

ましたならば、非農地の対策に一役買われるのではないかと思います。私は期待を 

しているところでございますが、皆様方のご審議をよろしくお願いいたします。 

 

  会 長）新規就農につきまして、事務局と担当委員さんからの説明が終わりましたが、 

この件につきまして、何かお尋ねやご意見等がございましたら、お受けいたします。 

 

  工藤清子委員）１番の工藤でございます。農業従事日数は、現在が１００日で、目標 

も１００日となっていますが、１５０日必要じゃないんですか。 

 

  事務局）それでは、お答えさせていただきます。先程、事務局長の方からありました 

けれども、面談の中で柿は１００日で事足りるということでしたので、１００日の 

申請であがっております。 

 

  工藤清子委員）新規就農で、現在は１００日ですけれども、兼業で勤めながら農業を 

されるということですよね。柿の他は、どうなっていますか。 

 

  事務局）柿の他には、書いてありませんけれども、将来的には栗とか他の作物も栽培 

していきたいということで聞いております。 

 

  工藤清子委員）日数に拘わりますが、１５０日以上という制約がありますよね。 

 

事務局）原則１５０日以上ということですけれども、本件の場合は柿であり、１００日 

で事足りるということから、例外的に認められております。 

 

事務局）補足しますと、原則１５０日となっていますが、作物によっては１５０日を要 

しない作物もある訳で、その作物に応じた作業が出来るのであれば、必ず１５０日な 

ければいけないということではございません。ですから、柿の場合は、米や野菜とか 

と違って、肥培管理する時期や収穫する時期とかそういうことを考えると、１５０日 

なくても出来るという申請内容になっております。よろしいですか。 
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  工藤清子委員）分かりました。そういう事例があるならば、そういう内容を教えてい 

ただきたいと思います。 

 

  会 長）例外の作物で、柿以外には何がありますか。 

 

  事務局）柿や栗とか樹木作物ですかね。あとは面談等により日数を確認できるのであ 

れば、その作物も対象かなと思いますけど。 

 

  会 長）今、意見がありましたように、作物によって日数がこれくらいという資料が 

   あれば、次回の総会にでも提出していただくならばと思いますが。 

 

事務局）分かりました。調べてみます。 

 

会 長）他にはございませんか。 

 

（ 質問・意見なし ） 

 

  会 長）意見も無いようですので、承認することにご異議がない委員さんは、挙手を 

   お願いいたします。 

 

（ 全員挙手 ） 

 

  会 長）ありがとうございます。全員挙手ですので、許可することに決定いたします。 

    次に、議案第２号を上程いたします。事務局より議案の説明をお願いします。 

 

  事務局長）議案第２号／あっせん登録申出について、ご説明させていただきます。４ 

   ページをご覧ください。農地移動適正化あっせん事業に基づく「あっせん譲受等候 

補者名簿」に登録のため、別紙のとおり申請書の提出がありましたので、ご審議の 

うえ委員会の意見を決定していただくものでございます。今回の案件は、個人１件 

となっております。５ページをお開きください。「登録申出書」です。申請者の住所、 

氏名、経営状況、家族・職業並びに収入等、農業収入の内訳、農機具及び家畜の保 

有状況、あっせん希望地状況につきましては、記載のとおりでございます。今回農 

業経営基盤強化促進法に基づく所有権移転のため、あっせん登録を申出されたもの 

です。担当地区の緒方啓一委員より、ご意見をお願いいたします。 

 

  緒方啓一委員）１３番の緒方です。この案件は、先程言われましたように２９ページ 

   の所有権移転に出ておりますが、その農地を買うために登録申請なされたものでご 

ざいます。米も作っておられますが、梨が主要産物で梨をほとんどやっておられま 

す。何ら問題はないと思います。よろしくお願いいたします。 
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会 長）あっせん登録申出につきまして、事務局と担当委員さんからの説明が終わり 

   ましたが、この件につきまして、何かお尋ねやご意見等がございましたら、お受け 

   いたします。 

 

（ 質問・意見なし ） 

 

会 長）意見も無いようですので、登録することにご異議がない委員さんは、挙手を 

お願いいたします。 

 

（ 全員挙手 ） 

 

  会 長）ありがとうございます。全員挙手ですので、登録することに決定いたします。 

    次に、議案第３号を上程いたします。事務局より議案の説明をお願いします。 

 

  事務局長）議案第３号／買受適格証明願について、ご説明させていただきます。６ペ 

   ージをご覧ください。競売に付されました別紙農地につきまして、買受適格証明願 

が提出されましたので、農地法第３条許可の適格者としての可否につきご審議のう 

え、委員会の意見を決定していただき、適格証明書を交付するものでございます。 

７ページをお開きください。耕作目的の「買受適格証明願」です。提出者の住所・ 

氏名、買い受けようとする土地、競売の期日及び場所、買い受けようとする者及び 

その世帯員の経営面積等、耕作従事状況並びに農機具・家畜の保有状況、その他参 

考となる事項の内容につきましては、記載のとおりでございます。担当地区の歌丸 

委員よりご意見をお願いいたします。 

 

歌丸委員）３番の歌丸です。場所は、七城メロンドームから西側へ約９００ｍ程度進 

 んだ場所にあります。申請人は以前からこの土地を耕作されており、今回の申請で 

自作地にしたいとのことです。作付けは米・麦を作られるとのことです。何ら問題 

ないと思います。皆様のご審議をお願いします。 

 

  会 長）買受適格証明願につきまして、事務局と担当委員さんからの説明が終わりま 

   したが、この件につきまして、何かお尋ねやご意見等がございましたら、お受けい 

   たします。 

 

（ 質問・意見なし ） 

 

  会 長）意見も無いようですので、適格証明書を交付することにご異議がない委員さ 

   んは、挙手をお願いいたします。 

 

（ 全員挙手 ） 
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  会 長）ありがとうございます。全員挙手ですので、交付することに決定いたします。 

    次に、議案第４号を上程いたします。事務局より議案の説明をお願いします。 

 

  事務局長）議案第４号／農地法第３条許可申請について、ご説明させていただきます。 

９ページをご覧ください。農地法第３条第１項の規定により、耕作を目的とする所 

   有権の移転等に関しまして、別紙のとおり申請書の提出がありましたので、ご審議 

のうえ、許可相当のものにつきましては許可指令書を交付するものでございます。 

今回の案件は、所有権移転４件、賃貸借権設定５件、使用貸借権設定２件となって 

おります。詳細につきましては、担当より説明いたしますので、ご審議の程よろし 

くお願いいたします。 

 

会 長）それでは、所有権移転の１番につきまして、説明をお願いいたします。 

 

  事務局）今月の案件は、農地法第３条第１項の各号に該当しませんので、許可要件を 

   満たすものと考えます。それでは、まず１番です。１０ページをお願いします。譲 

渡人、譲受人、土地の所在地、登記地目、現況地目、登記面積、申請理由につきまし 

ては、議案書記載のとおりです。 

 

会 長）１番につきまして、担当委員さんの意見をお願いいたします。 

 

  緒方啓一委員）１３番の緒方です。この案件は、先月の議案に出ておりましたが、２ 

筆漏れていたということで、今回挙がったものです。譲渡人・譲受人は本家・新家 

の親戚関係にあります。譲渡人が山鹿市に移転されましたので、農地を譲受人の方 

に売買されたものです。そういうことで、何ら問題はないと思いますが、よろしく 

お願いいたします。 

 

  会 長）次に、２番をお願いいたします。 

 

事務局）２番です。譲渡人、譲受人、土地の所在地、登記地目、現況地目、登記面積、 

申請理由につきましては、それぞれ議案書記載のとおりです。 

 

  会 長）２番につきまして、担当委員さんの意見をお願いいたします。 

 

  永田正一郎委員）７番の永田です。この土地は、ＪＡ菊池カントリーの近くの畑でご 

   ざいますが、日当たりが悪くて、現在は耕うんだけで何も作付けされておりません 

でした。譲受人との相互の合意によりまして売買するということが成立しましたの 

で、この所有権移転の申請になっております。譲受人の方は、土建業と農業をやっ 

ておられます。今後この土地を耕作して、何か作物を作りたいということです。以 

上です。 
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  会 長）次に、３番をお願いいたします。 

 

  事務局）３番です。譲渡人、譲受人、土地の所在地、登記地目、現況地目、登記面積、 

申請理由につきましては、議案書記載のとおりです。 

 

  会 長）３番につきまして、担当委員さんの意見をお願いいたします。 

 

  坂田委員）８番の坂田です。８日の日に永田推進委員さんと一緒に現地確認をして参 

りました。ちゃんと幾種類もの野菜が植えてあって、綺麗に管理されておりました。 

譲渡人と譲受人は親戚同士で、もともと小作をしておられますので、相互合意の下 

による今度の売買となりました。何も問題はないと思いますので、よろしくお願い 

いいたします。 

 

  会 長）次に、４番をお願いいたします。 

 

  事務局）４番です。譲渡人、譲受人、土地の所在地、登記地目、現況地目、登記面積、 

申請理由につきましては、議案書記載のとおりです。 

 

  会 長）４番につきまして、担当委員さんの意見をお願いいたします。 

 

  松永委員）１２番の松永です。１１月４日に申請地の現地調査を行いました。よく管 

理されておりました。譲渡人と譲受人の相互合意による売買です。譲受人は大津町 

の方で、私もちょっとあんまり分からなかったものですから、尋ねてみました。主 

に水稲やお茶を生産されており、兼ねて倉庫運輸業も営んでおられるそうです。土 

地の価格があまりにも周りよりも高かったので、尋ねてみましたら、道路沿いで利 

便性がよいからだそうです。現在芝が植わっており、しばらくは芝を生産されると 

のことでした。問題ないと思いますけど、よろしくお願いします。 

 

  会 長）次に、賃貸借権設定の１番について、説明をお願いいたします。 

 

  事務局）賃貸借権設定の１番です。１１ページをお願いします。貸付人、借受人、土 

地の所在地、登記地目、現況地目、登記面積、申請理由につきましては議案書記載 

のとおりです。 

 

  会 長）１番につきまして、担当委員さんの意見をお願いいたします。 

 

  永田正一郎委員）７番の永田です。譲渡人・譲受人ともに親戚関係で、以前から小作 

   をされておりまして、正式にここに相互合意により貸借の許可申請になりました。 

現在、ゴボウを栽培されております。何ら問題はないと思います。 
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会 長）次に、２番をお願いいたします。 

 

  事務局）２番です。貸付人、借受人、土地の所在地、登記地目、現況地目、登記面積、 

申請理由につきましては、それぞれ議案書記載のとおりです。 

 

  会 長）２番につきまして、担当委員さんの意見をお願いいたします。 

 

  楳田委員）５番の楳田です。お互いの要望による賃借権の設定です。申請地は、七城 

   のサッカー場から東へ５００ｍくらいのところにあります。借受人さんは、稗方に 

住んでおられ、水稲と花を栽培されております。今回の農地では、水稲を作られる 

そうです。問題ないと思います。皆様のご審議お願いします。 

 

  会 長）次に、３番をお願いいたします。 

 

  事務局）３番です。貸付人、借受人、土地の所在地、登記地目、現況地目、登記面積、 

申請理由につきましては、それぞれ議案書記載のとおりです。 

 

  会 長）３番につきまして、担当委員さんの意見をお願いいたします。 

 

  荒木委員）１５番の荒木です。お互いの要望による賃貸借権の設定です。場所は、七 

   城支所から北西へ６００ｍのところにあります。借受人は、以前からこの農地を借 

りて耕作されておりましたけれども、今回、改めて申請されました。ハウスを建て 

てアスパラを栽培されております。何も問題はないと思います。ご審議お願いいた 

します。 

 

会 長）次に、４番をお願いいたします。 

 

  事務局）４番です。貸付人、借受人、土地の所在地、登記地目、現況地目、登記面積、 

申請理由につきましては、それぞれ議案書記載のとおりです。 

 

  会 長）４番につきまして、担当委員さんの意見をお願いいたします。 

 

坂田委員）８番の坂田です。８日に永田推進委員とともに現地確認をして参りました。 

合志川沿いの道沿いの水田で、水稲の後と思われる田んぼを耕うんし、畔草も刈って 

綺麗に管理してありました。これは、相互合意による賃借であり、何も問題ないと思 

います。よろしくお願いいたします。 

 

会 長）次に、５番をお願いいたします。 
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  事務局）５番です。貸付人、借受人、土地の所在地、登記地目、現況地目、登記面積、 

申請理由につきましては、それぞれ議案書記載のとおりです。 

 

  会 長）５番につきまして、担当委員さんの意見をお願いいたします。 

 

  工藤真理子委員）４番の工藤です。借受人さんは専業農家で、カスミ草と米を栽培さ 

   れておられます。家族で頑張っておられます。以前から小作されている農地ですの 

で、問題はないと思います。よろしくお願いいたします。 

 

会 長）次に、使用貸借権設定の１番について、説明をお願いいたします。 

 

  事務局）１番です。貸付人、借受人、土地の所在地、登記地目、現況地目、登記面積、 

申請理由につきましては、それぞれ議案書記載のとおりです。 

 

会 長）１番につきまして、担当委員さんの意見をお願いいたします。 

 

髙木委員）１９番の髙木です。７日に角田推進委員と現地を確認いたしました。この案 

件は、先程ご説明いたしました新規就農者の件でございます。場所は、菊池北中学校 

から直線で２㎞くらい西へ行った高台にある場所でございます。元々譲受人の父親 

が所有する山林・竹林に隣接する場所でございました。譲渡人の方はご主人が亡く 

なられた後に管理が出来ず、荒れ放題の状態だったということです。今は草々も綺麗 

に刈ってありまして、柿の剪定をするばかりになっておりました。賃貸ではあります 

けれども、賃貸料はなしということでございます。皆様のご審議をよろしくお願いい 

たします。 

 

会 長）次に、２番をお願いいたします。 

 

  事務局）２番です。貸付人、借受人、土地の所在地、登記地目、現況地目、登記面積、 

   申請理由につきましては、それぞれ議案書記載のとおりです。 

 

会 長）２番につきまして、担当委員さんの意見をお願いいたします。 

 

  右田正臣委員）１０番の右田です。貸付人と借受人は親子の関係です。農業者年金の 

   ための貸し借りです。問題はないと思います。 

 

  会 長）農地法第３条の許可申請につきまして、事務局と各担当委員さんからの説明 

   が終わりましたが、この件につきまして、何かお尋ねやご意見等がございましたら、 

お受けいたします。 
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  工藤清子委員）１番の工藤でございます。１２ページの１番の件ですが、備考の５年 

間の他人間の貸借というのは他人ということですか。親戚ですか。説明していただ 

きたいと思います。 

 

  事務局）備考に書いておりますけれども、他人間の貸借という風に聞いております。 

 

会 長）その説明を求められているので。 

 

  事務局）申請によると、同じ地区の方からの貸し借りという風になっております。同 

   じ地区で、貸付人さんがご高齢でもうされないということで、先程ありましたけど、 

新規就農で借受人さんが管理されるということで聞いております。 

 

  会 長）よろしいですか。 

 

  事務局）備考に「他人間の貸借」というのが必要ないということで理解していいです 

か。今後、この文言は入れないようにしたいと思いますので、よろしくお願いしま 

す。 

 

  会 長）それなら、どうしますか。消してもらうようにしますか。 

 

  事務局）すみません。それでは、備考の「他人間の貸借」を消していただきますよう、 

よろしくお願いいたします。 

 

会 長）他にはございませんか。 

 

（ 質問・意見なし ） 

 

会 長）意見も無いようですので、許可することにご異議がない委員さんは、挙手をお 

願いいたします。 

 

（ 全員挙手 ） 

 

  会 長）ありがとうございます。全員挙手ですので、許可することに決定いたします。 

    次に、議案第５号を上程いたします。事務局より議案の説明をお願いします。 

 

事務局長）議案第５号／農地法第４条許可申請について、ご説明させていただきます。 

１５ページをご覧ください。農地法第４条第１項の規定に基づき、別紙のとおり申 

請書の提出がありましたので、ご審議のうえ委員会の意見を決定していただくもの 

でございます。今回の案件は、７件となっております。詳細につきましては、担当 
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より説明いたしますので、ご審議の程よろしくお願いいたします。 

 

会 長）それでは、１番につきまして、説明をお願いいたします。 

 

事務局）それでは、説明させていただきます。１６ページをご覧ください。番号１番で 

す。申請人、土地の所在地、地目、面積、転用目的、概要につきましては、議案書記 

載のとおりです。スクリーンをご覧ください。申請地は赤色着色部分で、黄色で着色 

した菊池市役所から東南東に約３.２2㎞、県道二重峠線菊池線から東に約１２０ｍ 

の土地です。農地区分につきましては、概ね１０ha 以上の規模の一団の農地区域内

にある農地であることから、第１種農地に該当しますが、転用目的が農業用資材置

場であるため、例外規定の農業用施設にあたり許可可能です。こちらは、既に農業用 

資材置場に転用されていることから、始末書が添付されております。位置図と現況写

真につきましては、スクリーンをご覧ください。以上です。 

 

会 長）1番につきまして、担当委員さんの意見をお願いいたします。 

 

髙木委員）１９番の髙木です。６日に事務局・会長・推進員・私とで現地を確認いたし 

ました。場所は、旧河原小学校から北東へ約２㎞行き、元水田だったところの２棟の 

ビニールハウスの中に農機具がびっしりと入っておりました。約３年前から、このよ 

うな形で土の上に砂利を敷いて使用されていたようです。この地区の推進委員の勧 

めで転用を決意されたようでございます。転用にあたりましては、給水・雑排水はな 

いということで、雨水に対しましては浸透桝を数か所設置し、オーバーフロー分は既 

存の水路へ放流ということでございます。その排水同意書も取ってあります。転用許 

可前に農機具の車庫として使用していたため、始末書も添付されております。問題は 

ないと思いますが、皆様方のご審議よろしくお願いいたします。 

 

会 長）次に２・３・４・５・６番の５件につきましては、５人の申請地が団地として 

植林されるもので関連がありますので、一括して説明をお願いいたします。 

 

事務局）それでは、２番から６番までの１７筆につきましては、隣接農地で連なってお 

りますので、一括して説明いたします。申請人、土地の所在地、地目、面積、転用目 

的、概要については議案書記載のとおりです。スクリーンをご覧ください。申請地は 

赤色着色部分で、黄色で着色した菊池市役所から北東に約１０㎞、国道３８７号線か 

ら東に約１.１㎞の土地です。農地区分につきましては、中山間地域等に存在する農

業公共投資の対象となっていない生産性の低い農地であることから、第２種農地に 

あたり許可可能です。転用目的は、いずれも植林です。申請地につきましては、ここ 

数年、イノシシやシカ等の被害が甚大で、また、所有者も高齢や会社員への転職等で 

農地としての利用が難しいとのことです。なお、今回、一団の農地全域の転用とのこ 

とで、農振農用地区域から除外されております。位置図・現況写真につきましては、 
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スクリーンをご覧ください。以上です。 

 

会 長）２番・３番・４番・５番・６番につきましては、私が担当ですので、意見を述 

べさせていただきます。１４番の丸山です。ただ今、申請地・申請理由・集団的申請 

理由につきましては、事務局から説明があったとおりでございます。２番につきまし 

ては、ご夫婦で耕作しておられましたが、平成２２年にご主人が他界され、その後、 

女性一人で荒廃地にならないように草刈り等で管理をしておられましたが、後のこ 

とを考えた時に集団的に植林をしたいという方法で話がまとまり、ご本人もされる 

ということで申請書が挙がっております。造成等は全く行われませんので、どの申請 

地におきましても現状のままですので被害は出ないものと思っております。次に３ 

番につきましては、平成１０年に父から相続をされまして、市外の方ですが、ご兄弟 

が近くに嫁っておられまして管理の方はしておられました。そのようなことで、この 

方についても、今回の事業に参加して植林したいということです。４番につきまして 

は、現在８６歳ということで、８０歳くらいまでは耕作されておりましたけれども、 

どうしても身体がついていかず、奥さんも弱ってこられたので、今回このような申請 

をいたすということです。５番につきましては、平成１８年にご主人が他界され、農 

機具等もほとんど使われたことのない中で、草刈りだけで耕作放棄地にならないよ 

うに頑張っておられましたけれども、どうしても今後は農地としては守っていけな 

いということでの申請です。６番につきましては、会社員という立場上、ほとんど耕 

作はされておりません。ただ、農地を管理する草刈り等だけは行っておりましたけれ 

ど、今後農地としての使用は考えていないので、今回、植林でお願いしたいというこ 

とでした。このようなことから、今回の申請につきましては、致し方ないと思ってお 

ります。皆様方のご審議をよろしくお願いいたします。 

 

会 長）次に、７番につきまして、説明をお願いいたします。 

 

事務局）１８ページをご覧ください。７番です。申請人、土地の所在地、地目、面積、 

   転用目的、概要については、記載のとおりです。スクリーンをご覧ください。申請 

   地は赤色着色部分で、黄色で着色した菊池市泗水支所から北東に約１.９㎞、国道 

   ３８７号線から南東に約１.２㎞の土地です。農地区分につきましては、概ね１０ha 

以上の規模の一団の農地区域内にある農地であることから、第１種農地に該当しま 

すが、転用目的が牛舎及び農業用資材置場であるため、例外規定の農業用施設にあ 

たり許可可能です。既に牛舎及び農業用資材置場に転用されていることから、始末 

書が添付されております。位置図と現況写真につきましては、スクリーンをご覧く 

ださい。以上です。 

 

会 長）７番につきまして、担当委員さんの意見をお願いいたします。 
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右田博昭委員）９番の右田です。申請地は、合志川沿いの菊池市役所泗水支所から堤 

 防横道路上流東へ２㎞、藤巻橋の信号を過ぎて、すぐ堤防左下の牧場の肥育舎敷地 

 内にあります。この案件は、申請人さんが今から２６、２７年くらい前、それまで 

 肥育牛の飼育をされていた牛舎が、牛舎まわりの住宅団地化に伴い牛を飼うことが 

出来なくなり、平成５年に現在の水田地に移転され、年々徐々に規模を拡大されて 

今日まで頑張ってこられました。その過程において、堆肥乾燥舎や牛舎などの施設 

も増設されてきました。その中で、本人は転用許可願いを出し、転用許可をもらい、 

すべての転用を終わっているとの認識で今まで来られましたが、今年の３月、今回 

の申請地である２筆が転用許可を得ていないとの農業委員会からの指摘がありまし 

た。以上のようなことで始末書の添付がなされています。これから本人の思いを文 

書にしたものをご披露したいと思います。「この度、私は、怠慢と不注意により農 

地の無断転用を行ったことを深く反省しております。今回提出されている事業計画 

書・始末書の内容が理解しにくいとのご意見でしたので、追加でご説明させていた 

だきます。始末書に書かれています土地の表示、３筆他に２筆、合わせまして５筆、 

１枚３０ａの田となっています。その内の２筆は、平成９年１１月に農地法に基づ 

く許可済みとなっているものと誤った認識で今まで過ごしてきました。実は、当時 

の飼養頭数に対して堆肥処理面積能力が不足していましたので、早急に堆肥舎を建 

設する必要に迫られており、平成１０年５月に３番の土地を使って堆肥舎を建設い 

たしました。その後、自己資金で牛舎Ｂ・牛舎Ｃと増設してきました。ところが、 

今年の３月、表示されている３筆については、地目の変更申請がされていないとの 

指摘を受けました。これは、私の不注意・確認不足の結果の申告漏れであります。 

また、ラップサイレージのロールの増加に困り果てて、散在していたロールを集約 

し管理したいと思って利用し始めたのが、４番５番の農地です。誠に申し訳ござい 

ません。間違った思い込みをしており、注意不足・認識不足は弁解の余地もなく誠 

に申し訳ありませんでした。今後は、計画的に法令順守を徹底していきたいと思い 

ます。今回の件、寛容なるご審議よろしくお願いいたします」説明は以上でありま 

す。皆さんのご審議、よろしくお願いいたします。 

 

会 長）農地法第４条の許可申請につきまして、事務局と各担当委員さんからの説明が

終わりましたが、何かお尋ねやご意見等がございましたら、お受けいたします。 

 

（ 質問・意見なし ） 

 

会 長）意見も無いようですので、承認し、許可相当と意見を決定することにご異議が 

ない委員さんは、挙手をお願いいたします。 

 

（ 全員挙手 ） 
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  会 長）ありがとうございます。全員挙手ですので、許可することに決定いたします。 

    次に、議案第６号を上程いたします。事務局より議案の説明をお願いします。 

 

事務局長）議案第６号／農地法第５条許可申請について、ご説明させていただきます。 

    １９ページをご覧ください。農地法第５条第１項の規定に基づき、別紙のとおり 

申請書の提出がありましたので、ご審議のうえ、委員会の意見を決定していただく 

ものでございます。今回の案件は、所有権移転７件、賃貸借権設定１件、地上権設 

定１件となっております。詳細につきましては、担当より説明いたしますので、ご 

審議の程よろしくお願いいたします。 

 

  会 長）それでは、所有権移転の 1番につきまして、説明をお願いいたします。 

 

事務局）議案第６号の農地法第５条許可申請について説明させていただきます。資料 

   ２０ページになります。所有権移転の番号１番です。譲渡人、譲受人、土地の所在 

地、登記地目、現況地目、登記面積、転用目的、施設の概要については、議案書に記 

載のとおりです。転用者は個人で、田２６１㎡の所有権を取得して、個人住宅に転 

用する案件です。スクリーンをご覧ください。申請地は、赤色着色部分のところに 

なり、黄色で着色した菊池市役所から北東に約１.２㎞の位置にある農地になります。 

農地区分は、都市計画法に規定する用途地域が定められている区域にある農地であ 

ることから、第３種農地になります。位置図及び現況写真については、スクリーン 

をご覧ください。 

 

  会 長）１番につきまして、担当委員さんの意見をお願いいたします。 

 

永田孝子委員）２番の永田でございます。今回の申請地は、菊池女子高等学校横の交差 

   点を県道日生野隈府線方面へ約８００ｍ進んだ左に位置します。現地調査を１１月 

   ６日に、丸山会長、事務局、申請人さん、本藤推進委員、私とで立ち合いました。 

   申請人は、現在両親と実家に住んでおられ、子どもさんたちも大きくなり手狭とな 

りましたので、マイホームを建設することを考えられました。申請地は、公共施設 

等も近くにあり、また、職場への交通手段も良好な場所に位置するので、今回、譲 

渡人さんと話がまとまり申請地を取得できる機会を得られたので、申請に及んだも 

のでございます。計画の概要は、議案書のとおりでございます。給排水計画は、給 

水は市の上水道を利用されます。生活雑排水は、合併浄化槽にて処理後の排水を既 

存の水路へ放流されます。雨水は自然浸透とされます。なお、計画地内に雨水浸透 

桝を数か所設置し、出来る限り計画地内に処理するよう努められます。また、オー 

バーフロー分については、既存の水路へ放流されます。排水同意も取ってあります。 

造成中の被害防除方策としまして、計画地に囲いを施し周辺農地にご迷惑の掛から 

ないよう十分配慮されます。完成後の被害防除方策、万一被害が生じた場合及び生 

じる恐れがある場合は速やかに対処し、責任をもって解決されます。近傍農地への 
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影響は少ないと考えられますが、周辺農地への配慮は恒久的に視野に入れて対応さ 

れるそうでございます。隣接農地の同意も取ってあります。このようなことから、 

転用は致し方ないのではと思います。皆様のご審議よろしくお願いいたします。 

 

会 長）次に、２番をお願いいたします。 

 

事務局）番号２番です。譲渡人、譲受人、土地の所在地、登記地目、現況地目、登記面 

   積、転用目的、施設の概要については、議案書に記載のとおりです。転用者は不動 

産業を営む個人で、田畑２,７４１㎡の所有権を取得して、宅地分譲に転用する案件 

になります。スクリーンをご覧ください。申請地は、赤色着色部分のところになり、 

黄色で着色した菊池市役所から南に約７００ｍの位置にある農地です。農地区分は、 

都市計画法に規定する用途地域が定められている区域にある農地であることから、 

第３種農地になります。位置図及び現況写真については、スクリーンをご覧くださ 

い。 

 

  会 長）２番につきまして、担当委員さんの意見をお願いいたします。 

 

  緒方哲郎委員）６番の緒方です。１１月６日に現地調査を行いました。申請地は、日 

本生命等がある大琳寺の大きな交差点を市役所方面へ向かい二つ目の信号を右折、 

しばらく行きますと右手に保育園がありますが、それを進んで右側に小さい道があ 

るんですけど、そこを右折して３０ｍ程入っていったところになります。北側は道 

路、南側は竹林、東側は墓地、西側に宅地がある土地であります。この申請地は、 

居住環境に適した土地であり、周辺は宅地化が進んでおり、若い世代の家族が増加 

傾向にあるために、戸建て住宅を作るという計画です。概要については、議案書ど 

おりです。給排水計画は、給水に関しましては東側市道に埋設された市の本管より 

引き込み、各宅地へ給水するということでありました。生活雑排水汚水に関しまし 

ては、下水道管を新設して市の本管に接続して放流する。雨水に関しましては、自 

然浸透及び市道にあります既設の側溝に放流するということで、これに関しまして 

は排水の同意が取られております。造成中・完成後の被害防除対策ですが、万全の 

注意を払って工事を行いますが、万が一被害が生じた場合は責任をもって対処する 

ということでありました。先程言いましたように、入っていく道路がちょっと狭い 

と感じましたので、業者さんの方にこの道幅で大丈夫でしょうかという質問をさせ 

ていただきましたけど、申請の面積が３,０００㎡以下であるということで転用には 

何ら支障は出さないということでございましたので、以上のようなことから、転用 

やむなしと考えます。皆様のご審議よろしくお願いいたします。 

 

  会 長）次に、３番をお願いいたします。 
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  事務局）番号３番です。譲渡人、譲受人、土地の所在地、登記地目、現況地目、登記 

   面積、転用目的、施設の概要については、議案書に記載のとおりです。転用者は不 

動産業を営む法人で、田５９６㎡の所有権を取得して、建売住宅に転用する案件に 

なります。スクリーンをご覧ください。申請地は、赤色着色部分のところになり、 

黄色で着色した菊池市役所から南に約７００ｍの位置にある農地になります。農地 

区分は、都市計画法に規定する用途地域が定められている区域にある農地であるこ 

とから、第３種農地になります。位置図及び現況写真については、スクリーンをご 

覧ください。 

 

  会 長）３番につきまして、担当委員さんの意見をお願いいたします。 

 

  緒方哲郎委員）６番の緒方です。１１月６日に現地調査を行いました。申請地は、今、 

２番で説明しました申請地の道を挟んで北側に隣接する土地です。周辺にスーパー 

や病院等があって隈府小学校・市役所があり、この地に建売住宅を計画しておられ 

ます。計画概要は議案書のとおりです。給排水計画ですが、給水は南側の公営水道 

に接続。生活雑排水・汚水に関しましては、公共の下水道へ接続し放流するという 

ことです。雨水に関しましては、浸透桝にて処理をしますが、オーバーフロー分は 

市道既設の側溝へ排水するということで、ここも排水同意が取られております。造 

成中・完成後の被害防除計画については、慎重に工事を進め、万が一被害が発生し 

た場合には申請人が責任をもって早急に対処するということでした。近傍農地への 

被害防除対策ですが、平屋建設のために影響はないと考えますが、これに関しまし 

ては隣接農地の同意書も取られております。以上のようなことから、転用やむなし 

と考えます。ご審議方よろしくお願いいたします。 

 

  会 長）次に、４番をお願いいたします。 

 

事務局）番号４番です。先ず、議案の修正をお願いしたいと思います。現況は、後程、 

   現況写真で確認していただきますが、今月６日の現地調査におきまして、転用者が 

申請地の一部分に石を積み上げて造園に施工されていたことが発覚し、後日、始末 

   書を提出していただいておりますので、備考欄に「始末書添付」と追記していただ 

きますようお願いいたします。それでは、譲渡人、譲受人、土地の所在地、登記地 

目、現況地目、登記面積、転用目的、施設の概要については、議案書に記載のとお 

りです。転用者は個人で、田１７０㎡の所有権を取得して、農業用車両等の駐車場 

に転用する案件になります。スクリーンをご覧ください。申請地は、赤色着色部分 

のところになり、黄色で着色した菊池市七城支所から北西に約１９０ｍの位置にあ 

る農地になります。農地区分は、概ね３００ｍ以内に菊池市七城支所がある農地で 

あることから、第３種農地になります。位置図及び現況写真については、スクリー 

ンをご覧ください。 
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  会 長）４番につきまして、担当委員さんの意見をお願いいたします。 

 

  荒木委員）１５番の荒木です。場所は、今言われましたように七城支所から北西に向 

かったところにあります。譲渡人さんは、熊本市に住んでいらっしゃいまして、地 

元には全然いらっしゃいません。譲受人さんは、この農地の隣に住んでおられます。 

自宅で農業機械を置くスペースが不足しているので、今回の申請になりました。ま 

た、今言われましたように、周りには石も積んでありましたし、既に駐車場として 

使用されておりましたので、始末書を付けさせていただきました。狭い場所ですが、 

譲受人さんにはすぐ隣で、とても利用価値が多いように思います。転用は致し方な 

いと考えます。よろしくお願いいたします。 

 

  会 長）次に、５番をお願いいたします。 

 

  事務局）番号５番です。譲渡人、譲受人、土地の所在地、登記地目、現況地目、登記 

積、転用目的、施設の概要については、議案書に記載のとおりです。転用者は食料 

品製造業を営む法人で、畑４４０㎡の所有権を取得して、農畜産加工物販売所に転 

用する案件となります。自ら経営する隣接の農畜産物加工場で、食料品をはじめ地 

元で収穫された野菜等の農産物を販売する計画となっております。スクリーンをご 

覧ください。申請地は、赤色着色部分のところになり、黄色で着色した菊池市旭志 

支所から南西に約３.２㎞の位置にある農地になります。農地区分は、概ね１０ha 以 

上の規模の一団の農地の区域内にあることから、第１種農地になりますが、転用目 

的が例外規定の農畜産物販売施設に該当しますので、転用は可能となります。位置 

図及び現況写真については、スクリーンをご覧ください。 

 

  会 長）５番につきまして、担当委員さんの意見をお願いいたします。 

 

  松永委員）１２番の松永です。今回の申請地は、３２５号線沿いの道の駅旭志の交差 

点から大津方面に約１㎞進んだ国道沿いの農地です。現地調査を１１月６日に丸山 

会長、事務局、代理人、青木推進委員、私で立ち合いました。申請人は、先程、説明 

がありましたように養豚及び農産物生産を行っており、申請地の隣接地に農産物加 

工工場を新設されています。この度、新畜産物加工工場が本格始動するに伴い、そ 

の販売体制を確立するため、早急にその販売施設が必要ということで、食肉加工場 

の横の申請地を選定されました。給排水計画におきましては、給水は隣接地の加工 

工場において整備した井戸の地下水による給水。生活雑排水・汚水は、合併浄化槽 

にて処理。雨水におきましては、施設の屋根からの雨水につきましては地下浸透・ 

浸透桝にて浸透処理。施設外は、砂利敷きとし地下への自然浸透とするそうです。 

被害防除計画は、造成中は申請地は平坦地であり造成は伴わず整地とするため、土 

地の流出や崩壊などの恐れはないと思われますが、適宜、適切に対応するとのこと 

です。完成後の被害防除は、農産物加工工場であり、申請地の隣接農地への影響は 
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ないと思われますが、適宜、適切に対応するとのことです。資金計画も問題ないし、 

皆様のご審議よろしくお願いします。 

 

  会 長）次に６番をお願いいたします。 

 

  事務局）番号６番です。譲渡人、譲受人、土地の所在地、登記地目、現況地目、登記 

   面積、転用目的、施設の概要については、議案書に記載のとおりです。転用者は個 

人で、畑３３１㎡の所有権を取得して、個人住宅に転用する案件になります。スク 

リーンをご覧ください。申請地は、赤色着色部分のところになり、黄色で着色した 

菊池市泗水支所から北東に約２.４㎞の位置にある農地になります。農地区分は、概 

ね１０ha 未満の宅地化が見込まれる区域にある農地であることから、第２種農地に 

なります。位置図及び現況写真については、スクリーンをご覧ください。 

 

  会 長）６番につきまして、担当委員さんの意見をお願いいたします。 

 

  右田博昭委員）９番の右田です。申請地は、国道３８７号線沿い菊池農業高校の本館 

東側の校長官舎の道向かいにあります。住宅が建ち並ぶ中にある２種農地になりま 

す。申請人さんは会社員で、現在、近くのアパートに妻と子ども３人でお住まいで 

すが、手狭になったため、将来の生活設計を考えて平屋一戸建て個人住宅を建築さ 

れるものです。計画概要は、事務局案内のとおりです。給排水計画については、給 

水・雑排水は市の上下水道を利用します。雨水については、敷地内地下浸透桝を設 

置し、地下浸透させます。オーバーフロー分については、道路横の排水路に放流し 

ます。被害防除計画については、造成工事はありません。建築工事にあたり、粉塵・ 

騒音など近隣に迷惑のかからないように対処します。建築工事中・完成後とも、も 

し問題が生じた場合、速やかに対処し解決いたします。以上のことで問題はないと 

考えます。皆さんのご審議よろしくお願いいたします。 

 

会 長）次に７番をお願いいたします。 

 

  事務局）番号７番です。資料は、田２筆を転用目的の用途に合わせて２０筆に分筆さ 

れたため、２１から２３ページになります。譲渡人、譲受人、土地の所在地、登記 

地目、現況地目、登記面積、転用目的、施設の概要については、議案書に記載のと 

おりです。転用者は不動産業を営む法人で、田２,０００.６４㎡の所有権を取得し 

て、建売住宅に転用する案件になります。この案件につきましては、先月の総会に 

おいて事業計画の変更を承認いただき、既に承認通知書を交付しているところです 

が、承認通知の交付後におきまして、転用者が所有権移転登記の手続きを行った際、 

法務局からの連絡により、所有権移転登記を行うためには同時に農地法第５条の転 

用許可証も交付しなければならなかったということが判明しております。事務局も 

事業継承者もそれを知らなかったということで、１か月遅れになりますが、改めて 
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農地法第５条許可申請書を提出していただき、権利移転の許可を行うものです。な 

お、先月の総会でもご説明いたしましたが、申請地沿いの道路につきましては地形 

上非常に水が溜まりやすく、また、通学路であるということから、宅地内の浸透桝 

をオーバーフローした雨水が道路に流出しないように、宅地内に側溝を敷設して既 

存の水路に接続するように施工していただくことを書面で確約してもらっていると 

ころですが、その後の状況について説明いたします。現在は、既に市の土木課との 

調整を終えておりまして、既存の水路への接続については内諾を受けており、これ 

から許可申請への手続きを進めていくという状況になっております。ただ、申請の 

添付書類としまして、既存の接続予定の水路の所有者が共有となっておりまして、 

６人おられますが、その全員の同意書が必要であると土木課から指示があっており、 

転用者が６人全員の同意を得られるかということで心配をされております。よって、 

事務局でも出来る限り協力して、円滑に同意を得られるようにしたいという風に考 

えております。また、側溝の施工状況につきましては、１２月から先に建物の方を 

建築し、建築完了後に外構工事と併せて側溝を敷設する計画となっております。ス 

クリーンをご覧ください。申請地は、赤色着色部分のところになり、黄色で着色し 

た菊池市泗水支所からに北に約１.１㎞の位置にある農地になります。農地区分は、 

概ね１０ha 未満の宅地化が見込まれる区域にある農地であることから、第２種農地 

になります。位置図及び現況写真については、スクリーンをご覧ください。 

 

  会 長）７番につきまして、担当委員さんの意見をお願いいたします。 

 

  川口委員）１７番の川口です。今回の所有権移転は、１０月に事業計画変更を許可し 

た案件です。申請理由につきましては、ただ今、事務局の説明のとおりであります。 

皆様のご審議をよろしくお願いいたします。 

 

  会 長）次に、賃貸借権設定の１番について、説明をお願いいたします。 

 

事務局）続きまして、賃貸借権設定について説明いたします。資料は２４ページになり 

   ます。番号１番です。貸付人、借受人、土地の所在地、登記地目、現況地目、登記面 

積、転用目的、施設の概要については、議案書に記載のとおりです。転用者は個人 

で、農地法の転用許可が必要であることを知らずに、申請地に農業用倉庫・機械置 

場・作業小屋等の農業用施設を既に設置しておられまして、今回の申請で田７８０ 

㎡を賃借して、引き続き農業用施設として転用する案件となっております。なお、 

始末書の方が添付されております。スクリーンをご覧ください。申請地は、赤色着 

色部分のところになり、黄色で着色した菊池市七城支所からに南東に約６３０ｍの 

位置にある農地です。農地区分は、農振農用地区域内にある農地になりますが、用 

途区分が農業用施設用地に変更されていますので、転用は可能です。位置図及び現 

況写真については、スクリーンをご覧ください。 

 



 

  - 20 -   

 

  会 長）１番につきまして、担当委員さんの意見をお願いいたします。 

 

  楳田委員）５番の楳田です。申請地は、七城支所から県道鹿本旭志線で新古閑区の方 

に向かいまして７００ｍ程の県道沿いにあります。申請人は、七城町で専業農家と 

して水稲・野菜・パプリカを栽培されております。この土地は以前からの借地で、 

現在、農業用施設が既に建っております。隣に大きいパプリカのハウスも建ってお 

ります。始末書付きの申請になっております。先程ありましたように、本人に無断 

転用の意識がなかったため、指導を行っており、本人も反省しております。周囲の 

地権者から反対の意見は出ておりません。許可することはやむを得ないと思います。 

皆様のご審議をお願いします。 

 

  会 長）次に、地上権設定の１番について、説明をお願いいたします。 

 

  事務局）資料は２５ページになります。地上権設定について説明します。貸付人、借 

受人、土地の所在地、登記地目、現況地目、登記面積、転用目的、施設の概要につい 

ては、議案書に記載のとおりです。転用者はクリーンエネルギー事業を営む法人で、 

田畑１,３４１㎡を使用して太陽光発電設備に転用する案件になります。なお、太陽 

光パネル３６０枚を設置する計画となっております。スクリーンをご覧ください。 

申請地は、赤色着色部分のところになり、黄色で着色した菊池市七城支所から南西 

に約１.９㎞の位置にある農地です。農地区分は、概ね１０ha 未満の宅地化が見込 

まれる区域にある農地であることから、第２種農地になります。位置図及び現況写 

真については、スクリーンをご覧ください。 

 

  会 長）６番につきまして、担当委員さんの意見をお願いいたします。 

 

  守塚委員）１８番の守塚です。転用場所は、七城温泉ドームから南東側に４００ｍ進 

んだところにあります。林原区の集落内に囲まれた農地で、生産能力の低い農地で 

す。申請人は、太陽光発電に適した土地を探していたところ、仲介者によりこの土 

地を紹介され、今回の申請になっております。今回の申請については、隣接地権者 

の計画に反対の意見は出ておりません。問題ないと思われます。皆様のご審議よろ 

しくお願いします。 

 

  会 長）農地法第５条の許可申請につきまして、事務局・担当委員さんからの説明が 

終わりましたが、何かお尋ねやご意見等がございましたら、お受けいたします。 

 

（ 質問・意見なし ） 

 

  会 長）意見もないようですので、承認し、許可相当と意見を決定することにご異議 

がない委員さんは、挙手をお願いいたします。 
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（ 全員挙手 ） 

 

  会 長）ありがとうございます。全員挙手ですので、許可することに決定いたします。 

    次に、議案第７号を上程いたします。事務局より議案の説明をお願いします。 

 

  事務局長）議案第７号／農用地利用集積計画（案）について、ご説明させていただき 

ます。２６ページをご覧ください。農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定 

に基づき、別紙、農用地利用集積計画（案）につきまして、菊池市長から意見を求 

められましたので、ご審議のうえ、委員会の意見を決定していただくものでござい 

ます。詳細につきましては、担当より説明いたしますので、ご審議の程よろしくお 

願いいたします。 

 

  会 長）それでは、全体の説明が終わりましたら、所有権移転の１番について説明を 

お願いいたします。 

 

  事務局）２７ページをご覧ください。農用地利用集積計画総括表（案）です。今月の 

利用権設定は、賃貸借権設定２１件、使用貸借権設定２件、中間事業による賃貸借 

権設定９件・使用貸借権設定２件、所有権移転９件となっております。それでは、 

所有権移転の各筆明細の説明に入ります。２９ページをご覧ください。番号１番で 

す。所有権を移転する者、所有権の移転を受ける者、土地の所在地、現況地目、面 

積、売買価格につきましては、議案書記載のとおりです。 

 

  会 長）１番について、担当委員さんの意見をお願いいたします。 

 

  緒方啓一委員）１３番の緒方です。この案件は、先程、あっせん登録に申出された方 

です。場所は、３８７号線の重味地区より板井原方面へ５００ｍ程行ったところで 

す。農地には何も作付けしてありません。草刈りをして草は焼却してありました。 

所有権を移転される方は、会社勤めで農業はやっておられません。所有権の移転を 

受ける方は、梨栽培を専門にしておられる方で、この土地にも梨を植える計画だそ 

うです。そのようなことで何ら問題はないと思います。よろしくお願いいたします。 

 

  会 長）次に、２番をお願いいたします。 

 

  事務局）２番です。所有権を移転する者、所有権の移転を受ける者、土地の所在地、 

   現況地目、面積、売買金額につきましては、議案書記載のとおりです。 

 

  会 長）２番について担当委員さんの意見をお願いいたします。 
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  歌丸委員）３番の歌丸です。お互いの要望による所有権移転です。場所は、七城町の 

山崎区から北東へ約１㎞進んだところにあります。譲受人さんの営農している畜舎 

に近い場所にあり、今回の申請地では飼料作物を作る予定です。皆様のご審議をよ 

ろしくお願いいたします。 

 

  会 長）次に、３番をお願いいたします。 

 

  事務局）３番です。所有権を移転する者、所有権の移転を受ける者、土地の所在地、 

現況地目、面積、売買価格につきましては、議案書記載のとおりです。 

 

  会 長）３番につきまして、担当委員さんの意見をお願いいたします。 

 

  歌丸委員）３番の歌丸です。お互いの要望による所有権移転です。場所は、七城町の 

荒巻区から北西へ約３００ｍ進んだところにあります。譲受人さんの耕作地に近い 

場所にあり、今回の申請地には水稲を作る予定です。皆様のご審議をよろしくお願 

いいたします。 

 

  会 長）次に、４番をお願いいたします。 

 

  事務局）４番です。所有権を移転する者、所有権の移転を受ける者、土地の所在地、 

現況地目、面積、売買価格につきましては、議案書記載のとおりです。 

 

  会 長）４番につきまして、担当委員さんの意見をお願いいたします。 

 

  歌丸委員）３番の歌丸です。お互いの要望による所有権移転です。場所は、七城町の 

高田区から北側へ約４００ｍ進んだところにあります。譲受人さんの耕作地に近い 

場所にあり、今回の申請地には水稲を作る予定です。皆様のご審議をよろしくお願 

いいたします。 

 

  会 長）次に５番をお願いいたします。 

 

  事務局）５番です。所有権を移転する者、所有権の移転を受ける者、土地の所在地、 

現況地目、面積、売買価格につきましては、議案書記載のとおりです。 

 

  会 長）５番につきまして、担当委員さんの意見をお願いいたします。 

 

  工藤清子委員）１番の工藤でございます。この農地は、以前から所有権の移転を受け 

る方が小作されており、今回売買の話がまとまりました。認定農業者で一生懸命頑 

張っておられます。何ら問題はございません。よろしく審議の程お願いいたします。 
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  会 長）次に、６番をお願いいたします。 

 

  事務局）６番です。所有権を移転する者、所有権の移転を受ける者、土地の所在地、 

現況地目、面積、売買価格につきましては、議案書記載のとおりです。 

 

  会 長）６番につきまして、担当委員さんの意見をお願いいたします。 

 

  松永委員）１２番の松永です。この土地は、所有権を受ける方が現在小作されており 

まして、移転をされる方からもう手放したいということで受ける方とのお互いの話 

により売買となりました。所有権を受ける方は酪農家で、認定農業者でもあり、頑 

張っておられます。何ら問題ないと思います。よろしくお願いします。 

 

  会 長）次に、７番をお願いいたします。 

 

  事務局）７番です。所有権を移転する者、所有権の移転を受ける者、土地の所在地、 

現況地目、面積につきましては、議案書記載のとおりです。こちらは、贈与になり 

ます。 

 

  会 長）７番につきまして、担当委員さんの意見をお願いいたします。 

 

  右田博昭委員）９番の右田です。この案件は、親戚関係贈与での所有権の移転となり 

ます。申請人さんは認定農家で、酪農をされています。今まで小作をされていたと 

ころを、高齢になられたために贈与となったものです。何ら問題はないと考えます。 

よろしくお願いいたします。 

 

  会 長）次に、８番と９番は関連がありますので、一括して説明をお願いいたします。 

 

  事務局）８番と９番です。所有権を移転する者、所有権の移転を受ける者、土地の所 

在地、現況地目、面積、売買価格につきましては、議案書記載のとおりです。 

 

  会 長）８番と９番につきまして、担当委員さんの意見をお願いいたします。 

 

  川口委員）１７番の川口です。所有権を移転される方は、農地を手放したいというこ 

とで移転を受けられる方にお願いをされまして、この度、売買ということになりま 

した。所有権を受けられる方は、認定農家でもありますし、立派な後継者もおられ 

ます。問題はないと思います。よろしくお願いします。 

 

  会 長）今回の計画は、ただ今説明がありました所有権移転９件のほか、賃貸借権設 

定２１件、使用貸借権設定２件、中間管理事業１１件となっております。しばらく 
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時間をとりますので、内容をご確認いただきたいと思います。 

 

（ 議案内容の確認 ） 

 

  会 長）それでは、議案の確認をしていただいたと思いますが、農業委員会等に関す 

る法律第３１条第１項に規定される議事参与の制限に該当される委員さんがいらっ 

しゃいますので、まず８番と９番を除く所有権移転７件及び賃貸借権設定２１件、 

使用貸借権設定２件、中管理事業１１件について、審議をさせていただきます。何 

かお尋ねやご意見等がございましたら、お受けします。 

 

（ 質問・意見なし ） 

 

  会 長）意見も無いようですので、８番と９番を除く所有権移転７件及び賃貸借権設 

定２１件、使用貸借権設定２件、中間管理事業１１件について、承認することにご 

異議のない委員さんは、挙手をお願いいたします。 

 

（ 全員挙手 ） 

 

  会 長）ありがとうございます。全員挙手ですので、承認することに決定いたします。 

次に、所有権移転の８番と９番を審議いたします。申し訳ございませんが、議事 

参与の制限に該当される委員さんは、しばらくの間ご退席をお願いいたします。 

 

（ 該当委員退席 ） 

 

  会 長）それでは、８番と９番につきまして、何かご意見等がございましたら、お受 

けいたします。 

 

（ 質問・意見なし ） 

 

  会 長）意見も無いようですので、所有権移転の８番と９番について、承認すること 

にご異議のない委員さんは、挙手をお願いいたします。 

 

（ 全員挙手 ） 

 

  会 長）ありがとうございます。全員挙手ですので、承認することに決定いたします。 

退席された委員さんは、自席へお戻りください。 

 

（ 該当委員着席 ） 
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  会 長）次に、議案第８号を上程いたします。事務局より議案の説明をお願いします。 

 

  事務局長）議案第８号／非農地証明願について、ご説明させていただきます。４１ペ 

ージをお開きください。非農地証明願が提出されましたので、ご審議のうえ委員会 

の意見を決定していただき、非農地証明書を交付するものでございます。今回の案 

件は、１件となっております。４２ページをご覧ください。非農地証明願です。願 

出人の住所、氏名、土地の所在、地番、地目、面積、所有者につきましては、記載の 

とおりです。位置図につきましては、４３ページをご覧ください。今回、農地法が 

施行される以前から非農地であった土地について、所有者の願出があったことから 

証明するもので、担当地区の守塚委員・鎗水推進委員と事務局で現地調査を行って 

おります。ご審議の程よろしくお願いいたします。 

 

  会 長）ただ今、非農地証明願につきまして、事務局からの説明は終わりましたが、 

何かお尋ねやご意見等がございましたら、お受けいたします。 

 

（ 質問・意見なし ） 

 

  会 長）意見も無いようですので、交付することにご異議がない委員さんは、挙手を 

お願いいたします。 

 

（ 全員挙手 ） 

 

会 長）ありがとうございます。全員挙手ですので、交付することに決定いたします。 

    次に、報告案件について、事務局より説明をお願いいたします。 

 

  事務局長）４４ページをご覧ください。報告案件は、「許可不要転用届出」「許可返納 

願」「合意解約」の３件となっております。４５ページをお開きください。「許可不 

要転用届出」です。機械置場として転用されるもので、詳細につきましては、記載 

のとおりでございます。４６ページをご覧ください。「許可返納願」でございます。 

売買不成立を理由に農地法第５条許可証を返納されるもので、詳細につきましては、 

記載のとおりでございます。４７ページをお開きください。今回、農地法第１８条 

の規定による合意解約通知が９件あっており、詳細につきましては、４８ページに 

かけて記載のとおりでございます。以上、報告案件の説明とさせていただきます。 

 

  会 長）ただ今、事務局より報告案件について説明がございましたが、何かお尋ねや 

ご意見等がございましたら、お受けいたします。 

 

（ 質問・意見なし ） 
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  会 長）意見もないようですので、報告案件につきましては、事務局からの説明のと 

おりとさせていただきます。 

    本日上程されました議案等に関する審議は全て終了しましたが、「その他」で何か 

お尋ねやご意見等がありましたら、お受けいたします。 

 

  髙木委員）先だって農地転用で皆さん方のご協力をいただきまして、やっと基礎工事 

   にかかったところでございます。これに関してでございますけれども、申請は農業 

委員会にしまして、その後は司法書士事務所にお願いして書類の作成等をやってい 

ただき、そこから許可が下りてきました。一応、農業委員会の方に申請はしました 

から、最終的には農業委員会からあがってくるのではないかなと思っておりました 

し、同時に私の近くの人も転用届を出して一緒に今施工しているところでございま 

す。どうして農業委員会から許可証が出ないのか、ちょっと疑問に思いましたので、 

そのご回答をお願いしたいと思います。 

 

事務局）許可証ですかね。 

 

髙木委員）ＯＫしましたよ。受理しましたよ。という証明書です。 

 

事務局）許可証は、代理人の委任状がある場合は、代理人さんが通常取りに来られます 

   ので、代理人さんが持っていらっしゃると思います。手元にない場合はですね。所 

   有権移転や地目変更の時に許可証が必要になりますので、その際、代理人さんがそ 

の事務をされるというのであれば、それまでは持っていらっしゃるのかなと。憶測 

ですけども。それが終わった後、転用者に渡すという話は聞いております。 

 

  髙木委員）ただ私が思ったのはですね、申請はしたものの、農業委員会からの通知が 

来ないと、ダブってもいいからその通知が欲しいんですよね。私の担当地区の人も 

同じことを言っていました。 

 

  事務局）一応ですね、申請者が代償人さんに委任をされておりますので、こちらとし 

ては代償人さんにお渡しするので、そこは代償人さんが申請者に渡していただかな 

いといけないんですよね。その許可証を。 

 

  髙木委員）それは、いただきました。申請は農業委員会にする訳でしょ。受理しまし 

たよ。というのが欲しい訳ですよ。 

 

  事務局）二重には許可証が発行できないからですね。どうしてもご本人さんが欲しい 

ということであれば、代償人さんに許可証は自分でもらいたいですという風に仰っ 

ていただかないと。二重には発行できないのかなと思っております。今までがそう 

いう風にやってきているので。 
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  髙木委員）そうだろうと私も思ったんです。そう思ったけれども、申請人はどうなる 

んですか。 

 

  事務局）申請人さんは、恐らく申請とか許可証受領までを委任をされていると思いま 

す。そこに印鑑を打っておられると思いますが。 

 

  髙木委員）なんでだろうかね。という話ですよね。隣の地区の人も同じように申請を 

して、何で来ないんだということだったものだから。 

 

  事務局）通常、やり取りは代償人さんとしかしないんですよね。申請者とのやり取り 

は二重になり、分からなくなるんですよね。たまに自分から言ってこられる方もお 

られるのですが、そうすると委任された人は委任された人で全く聞いてないとかに 

なるからですね。 

 

髙木委員）委任はするけれども、クエスチョンマークがあったものですから。 

 

  事務局）そこは、申請人さんと代償人さんの委任の仕方にもよるのかなという風には 

思います。 

 

  髙木委員）はい、わかりました。 

 

会 長）他にはございませんか。 

 

（ 質問・意見なし ） 

 

会 長）他にご質問やご意見もないようですので、これをもちまして「令和２年第１１ 

回農業委員会会議」を閉会いたします。お疲れさまでした。 
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